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輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原

産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表（昭和

四十一年四月三十日通商産業省告示第百七十号）

最終改正 経済産業省告示第九十四号（平成二十四年四月十一日）

輸入貿易管理令（昭和二十四年政令第四百十四号）第三条第一項の規定に基づき、輸入割

当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域

その他貨物の輸入について必要な事項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産

業省告示第二百三号（輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき

貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表（第一回）を行なう等の

件）は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する。

一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目は、次の表の第１に掲げる自由化されていない品目

（以下「非自由化品目」という。）及び同表の第２に掲げる品目とする。

第１ 自由化されていない品目（非自由化品目）

関税率表の

番 号 等

品 目 備考

0301･99-2 生きているにしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス属テラグラ

属又はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば

（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルディノプス

属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテ

ルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）

○

03･02 生鮮の又は冷蔵したにしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス

属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの）及びその卵、ぶり（セ

リオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメ

ウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（ト

ラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属

のもの）

○

03･03 冷凍したにしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス属、テラグラ

属又はメルルシウス属のもの）及びその卵、ぶり（セリオーラ属の

もの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サル

ディノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又

はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）

○

03･04 にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス属、テラグラ属又はメ

ルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコム

ベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルディノプス属又はエ

ングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属の

もの）及びさんま（コロラビス属のもの）のフィレその他の魚肉（生

鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

○

03･05 乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにしん（クルペア属のもの）、た

ら（ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリ

○
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オーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウ

ス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラ

クルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属の

もの）並びにそれらの魚種のフィッシュミール、たら（ガドゥス属、

テラグラ属又はメルルシウス属のもの）の卵並びに煮干し

03･07 帆立貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く。）（生きているもの、

生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けし

たものに限る。）

○

1212･21-1 長方形（正方形を含む。）の紙状に抄製した食用の海草で、一

枚の面積が 430 平方センチメートル以下のもの

○

1212･21-2 あまのり属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草（関税率

表第 1212･21 号の 1 に掲げるものを除く。）

1212･21-3 その他の食用の海草（あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属

又はこんぶ属のものに限る。）

○

2106･90-2-(2)

-E

海草の調製食料品（あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属とろろ

こんぶ属又はこんぶ属のものに限る。）

○

第２ モントリオール議定書附属書に定める規制物質

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モントリオール議定書」と

いう。）附属書ＡのグループⅠに属する物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けなけ

ればならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用

されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。）、同議定書附属書Ａのグルー

プⅡに属する物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入す

るもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。）、

同議定書附属書Ｂに掲げる物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けなければならな

い者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの

及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。）、同議定書附属書ＣのグループⅠに属す

る物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び

当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。）、同議定書附

属書ＣのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書ＣのグループⅢに属する物質（二の

表の第２に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の

物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるも

のを除く。）並びに同議定書附属書Ｅに掲げる物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受

けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料とし

て使用されるもの、試験研究又は分析（大気中の当該物質の濃度又は物品若しくは植物に

混入し、若しくは付着している当該物質の量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び

試験研究（当該物質の使用により得られる効用と当該物質に代替する物質の使用により得

られる効用との比較を目的として行うもの（試験研究施設の建物内において行うものに限

る。）、当該物質を物質の合成の実験のための試薬として使用するもの（当該物質が破壊さ

れるものに限る。）又は当該物質の毒性に関するものに限る。）に限る。）に用いられるもの

及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものを除く。）
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二 輸入貿易管理令（以下「令」という。）第四条第一項第二号の規定による輸入の承認（全地

域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。以下「二号承認」という。）を

受けるべき場合は、次の表の第１に掲げる貨物及び同表の第２に掲げる貨物を輸入するとき

とする。

第１ 次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の右欄に掲げる貨物

地 域

貨 物

項目

番号

関税率表の

番号等

貨 物 名

三の９の（１）に掲

げる国を除く国又

は地域

0106･12

0208･40

0210･92

1504･30

1521･90

16･01

1602･10

1602･20

1602･31

1602･39

1602･49

1602･50

1602･90

2301･10

2309･10

2309･90

鯨及びその調製品（本邦の区域に属さない

海面を船積地域とするもの（外国の港湾内

で船積みされたものを除く。）及び二の二の

表の第２に掲げるものを除く。以下同じ。）

三の９の（２）に掲

げる国又は地域を

除 く 国 又 は 地 域

（当該国又は地域

を原産地とする場

合に限る。

0302･35

0302･90-2

0304･49-2

0304･59-2

くろまぐろ（大西洋又は地中海において蓄養

された生鮮又は冷蔵のトゥヌス・ティヌスに限

る。）

三の９の（６）に掲

げる国又は地域を

除 く 国 又 は 地 域

（当該国又は地域

を原産地とする場

合に限る。）

0302･36

0302･90-2

0304･49-2

0304･59-2

みなみまぐろ（生鮮又は冷蔵のみなみまぐろ

に限る。）

中華人民共和国、

北朝鮮及び台湾

0301･91-2

0301･99-2

0302･11

0302･13

0302･14

0302･19

さけ及びます並びにこれらの調製品
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0302･90

0303･11

0303･12

0303･13

0303･14

0303･19

0303･90

03･04

0305･10

0305･20

0305･39

0305･41

0305･43

0305･49

0305･59

0305･69

0305･72

0305･79

1604･11

1604･19

1604･20

本邦の区域に属さ

ない海面（当該海

面を船積地域とす

る 場 合 に 限 る 。 ）

（外国の港湾内で

船積みされた場合

及び本邦から出漁

した漁 船 によって

輸入される場合で

あって、本邦以外

から出漁した船舶

から転 載 されたも

のでない場合を除

く。）

１ 0106･12

0208･40

0210･92

1504･30

1521･90

16･01

1602･10

1602･20

1602･31

1602･39

1602･49

1602･50

1602･90

2301･10

23･09

海棲哺乳動物及びその調製品（鰭脚下目

を除く。）

２ 0208･40

0210･92

03･01

03･02

03･03

03･04

03･05

魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの

調製品
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03･06

03･07

1504･10

1504･20

15･06

16･04

16･05

2106･90

2301･20

23･09

３ 05･04

05･06

05･07

05･08

0511･91

0511･99

動物性生産品（海棲動物、魚、甲殻類及び

軟体動物に係るものに限る。）

４ 1212･21

1212･29

2106･90

海草及びその調製品

イラク 97･01

97･02

97･03

97･04

97･05

97･06

平成二年八月六日以降にイラクにおいて

不法に取得された文化財（三の６の（４）に

掲げる特定外国文化財を除く。）

コートジボワール 7102･10

7102･21

7102･31

ダイヤモンド

コ ー ト ジ ボ ワ ール

を除く国又は地域

7102･10

7102･21

7102･31

ダイヤモンド（三の８の（１０）の手続により輸

入されるものを除く。）

北朝鮮 全貨物

イラン 輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三

百七十八号）別表第一の一及び二の項の

中欄に掲げる貨物、三の項（二）７に掲げる

貨物（六ふっ化ウランに対して耐食性のあ

る材料を用いたベローズ弁に限る。）、三の

項（二）９に掲げる貨物（ウラン同位元素の

分離用の装置に用いられる真空ポンプに

限る。）及び四の項の中欄に掲げる貨物

エリトリア 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄

に掲げる貨物

リビア 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄
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に掲げる貨物

第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び

製品並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種指定物質

等

１ 三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域

とする絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条

約」という。）附属書Ⅱに掲げる種に属する動物（第１の表中三の９の（１）に掲げる国を除く

国又は地域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、タツノオトシゴ属

全種を除く。）又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物（卵、種子、球根、果実（果

皮を含む。）、はく製又は加工品をいう。以下同じ。）（植物の個体の一部及び派生物にあっ

ては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。）並びに三の９の（３）のイ及びロに掲げる国

又は地域を除く国又は地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地と

する附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれら

の個体の一部及び派生物

２ 三の９の（４）のイに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とするモントリオール

議定書附属書Ａに掲げる物質及び同議定書附属書Ｄに掲げる製品、三の９の（４）のロに

掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書Ｂに掲げる物質、

三の９の（４）のハに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属

書ＣのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書Ｅに掲げる物質、三の９の（４）のニに

掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書ＣのグループⅢに

属する物質並びに三の９の（４）のホに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域と

する同議定書附属書ＣのグループⅠに属する物質

３ 三の９の（５）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及

び特定物質の規制等に関する法律（平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」

という。）第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するもの

（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令（平成七年政令第百九十

二号）別表二の項の第三欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の

１％以下のもの、同項の第四欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量

の１０％以下のもの及び個人的使用に供される小売用の包装にしたもの（瓶、缶、チューブ

その他の容器に詰められたものを含む。）を除く。）
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二の二 令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域と

する貨物の輸入に係る承認に限る。以下「二の二号承認」という。）を受けるべき場合は、次

の表の第１に掲げる貨物及び同表の第２に掲げる貨物を輸入するときとする。

第１

関 税 率 表 の

番 号 等

品 目 備考

1211･30 コカ葉

1211･40 けしがら

1211･90-3 大麻草

1301･90 大麻の樹脂 ○

1302･11 生あへん

1302･19-3-(2) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン

25･24 石綿（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成十八

年政令第二百五十七号）附則第三条第四号に掲げるものを除

く。）

○

26･12 ウラン鉱及びトリウム鉱（精鉱を含む。）

2844･10 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含

有する合金（フェロウランを除く。）、ディスパーション（サーメットを含

む。）、陶磁製品及び混合物

○

2844･20 ウラン 235 を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合

物並びにウラン 235 を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの

化合物を含有する合金（フェロウランを除く。）、ディスパーション（サ

ーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

○

2844･30 ウラン 235 を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物

並びにウラン 235 を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合

物を含有する合金（フェロウランを除く。）、ディスパーション（サーメ

ットを含む。）、陶磁製品及び混合物

○

2844･40 核分裂性同位元素の化合物並びにこれを含有する合金、ディスパ

ーション（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

○

2844･50 使用済みの原子炉用核燃料要素（カートリッジ）

2903･29 ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン（試験研究用のものを除く。） ○

2903･81 ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサ

ン（別名アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン。三の７の（１）にお

いて「アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン」という。）、ｒ－１，ｔ－

２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名

ベータ－ヘキサクロロシクロヘキサン。三の７の（１）において「ベー

タ－ヘキサクロロシクロヘキサン」という。）及びｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，

ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名ガンマ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン。三の７の（１）において「ガンマ－ヘキサ

○
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クロロシクロヘキサン」という。）（試験研究用のものを除く。）

2903･82 １，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，3a，４，７，7a－ヘ

キサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，６，７，８，８－

ヘプタクロロ－3a，４，７，７ａ－テトラヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－イ

ンデン及びこれらの類縁化合物の混合物（別名クロルデン又はヘ

プタクロル。三の７の（１）において「クロルデン類」という。）並びに

１，２，３，４，10，10－ヘキサクロロ－１，４，4a，５，８，8a－ヘキサ

ヒドロ－エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン（別名ア

ルドリン。三の７の（１）において「アルドリン」という。）（試験研究用

のものを除く。）

2903･89 ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘ

プタン（別名トキサフェン。三の７の（１）において「トキサフェン」とい

う。）及びドデカクロロペンタシクロ［５．１．０．０２,６．０３,９．０４,８］

デカン（別名マイレックス。三の７の（１）において「マイレックス」とい

う。）（試験研究用のものを除く。）

○

2903･92 ヘキサクロロベンゼン及び１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－

クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ。三の７の（１）において「ＤＤＴ」と

いう。）（試験研究用のものを除く。）

○

2903･99 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が三以上のものに

限る。以下同じ。）、ペンタクロロベンゼン及びヘキサブロモビフェニ

ル（試験研究用のものを除く。）

○

2904･10 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ。三の７の

（１）において「ＰＦＯＳ」という。）又はその塩（試験研究用のもの及

びエッチング剤（圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の

周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製

造に用いるものに限る。）、半導体用のレジスト又は業務用写真フ

ィルムの製造に使用するものを除く。）

○

2904･90 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニル）＝フルオリド（別名ＰＦＯＳ

Ｆ。三の７の（１）において「ＰＦＯＳＦ」といい、試験研究用のものを

除く。）

○

2904･20 ４－ニトロジフェニル及びその塩 ○

2906･29 ２，２，２ートリクロロ－１，１－ビス（４－クロロフェニル）エタノール

（別名ジコホル。三の７の（１）において「ジコホル」といい、試験研究

用のものを除く。）

○

2907･19 ２・４・６―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール（試験研究用のものを

除く。）

○

2909･19 ビス（クロロメチル）エーテル ○

2909･30 テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニルエー

テル。三の７の（１）において「テトラブロモジフェニルエーテル」とい

う。）、ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ

ルエーテル。三の７の（１）において「ペンタブロモジフェニルエーテ

○
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ル」という。）、ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロ

モジフェニルエーテル。三の７の（１）において「ヘキサブロモジフェニ

ルエーテル」という。）及びヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名

ヘプタブロモジフェニルエーテル。三の７の（１）において「ヘプタブロ

モジフェニルエーテル」という。）（試験研究用のものを除く。）

2910･40 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメ

タノナフタレン（別名ディルドリン。三の７の（１）において｢ディルドリ

ン｣といい、試験研究用のものを除く。）

2910･90 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－エンド－１，４－エンド－５，８－ジメ

タノナフタレン（別名エンドリン。三の７の（１）において「エンドリン」と

いい、試験研究用のものを除く。）

○

2914･31 フェニルプロパン－２－オン（別名フェニルアセトン）

2914･70
デカクロロペンタシクロ［５．３．０． ０

２，６

． ０
３，９

． ０
４，８

］デカン－５－オン（別

名クロルデコン。三の７の（１）において「クロルデコン」といい、試験

研究用のものを除く。）

○

2918･19 ４－ヒドロキシ酪酸（別名ＧＨＢ）及びその塩類 ○

2921･45 ベーターナフチルアミン及びその塩 ○

2921･46 フェニルアミノプロパン及びその塩類 ○

2921･49 ４－アミノジフェニル、Ｎ－エチル－１－フェニルシクロヘキシルアミ

ン（別名エチシクリジン）及びこれらの塩類

○

2921･51 Ｎ・Ｎ′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、Ｎ―トリル―Ｎ′―キ

シリル―パラ―フェニレンジアミン及びＮ・Ｎ′―ジキシリル―パラ

―フェニレンジアミン（試験研究用のものを除く。）

○

2921･59 ベンジジン及びその塩 ○

2922･19 ３－アセトキシ－６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニルヘプタン（別

名アセチルメタドール）、α－３－アセトキシ－６－ジメチルアミノ－

４・４－ジフェニルヘプタン（別名アルファアセチルメタドール）、β－

３－アセトキシ－６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニルへプタン（別

名ベータアセチルメタドール）、α－３－アセトキシ－６－メチルア

ミノ－４・４－ジフェニルへプタン（別名ノルアシメタドール）、６－ジメ

チルアミノ－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノール（別名ジメフェプタ

ノール）、α－６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノ

ール（別名アルファメタドール）、β－６－ジメチルアミノ－４・４－ジ

フェニル－３－ヘプタノール（別名ベータメタドール）、４－ジメチルア

ミノ－３－メチル－１・２－ジフェニル－２－（プロピオニルオキシ）ブ

タン（別名プロポキシフェン）、（２－ジメチルアミノ）エチル－１－エト

○
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キシ－１・１－ジフェニルアセテート（別名ジメノキサドール）及びこ

れらの塩類

2922･29 ４－エチル－２・５－ジメトキシ－α－メチルフェネチルアミン（別名

ＤＯＥＴ）、２・５－ジメトキシ－４・α－ジメチルフェネチルアミン（別

名ＤＯＭ）、２・５－ジメトキシ－α－メチルフェネチルアミン（別名Ｄ

ＭＡ）、３・４・５－トリメトキシフェネチルアミン（別名メスカリン）、３・

４・５－トリメトキシ－α－メチルフェネチルアミン（別名ＴＭＡ）、４－

ブロモ－２・５－ジメトキシフェネチルアミン、４－ブロモ－２・５－ジメ

トキシ－α－メチルフェネチルアミン（別名プロランフェタミン）、４－

メトキシ－α－メチルフェネチルアミン（別名ＰＭＡ）、２・４・５－トリ

メトキシ－α－メチルフェネチルアミン、２－（４－ヨード－２・５－ジメ

トキシフェニル）エタンアミン及びこれらの塩類

○

2922･31 ６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニル－３－ヘキサノン（別名ノルメ

サドン）、６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノン（別

名メサドン）及びこれらの塩類

○

2922･39 ６－ジメチルアミノ－５－メチル－４・４－ジフェニル－３－ヘキサノン

（別名イソメサドン）、２－（メチルアミノ）－１－フェニルプロパン－１

－オン（別名メトカチノン）、２－（２－クロロフェニル）－２－（メチル

アミノ）シクロヘキサノン（別名ケタミン）及びこれらの塩類

○

2922･44 トランス－２－ジメチルアミノ－１－フェニル－３－シクロヘキセン－

１－カルボン酸エチルエステル（別名チリジン）及びその塩類

2922･49 ７－［（１０・１１－ジヒドロ－５Ｈ－ジベンゾ［ａ・ｄ］シクロヘプテン－５

－イル）アミノ］ヘプタン酸（別名アミネプチン）及びその塩類

○

2924･29 Ｎ－（２－（メチルフェネチルアミノ）プロピル）プロピオンアニリド（別

名ジアンプロミド）及びその塩類

○

2926･30 ４－シアノ－２－ジメチルアミノ－４・４－ジフェニルブタン（別名メサ

ドン中間体）及びその塩類

○

2930･90 α－メチル－４－メチルチオフェネチルアミン（別名４－ＭＴＡ）、２・５

－ジメトキシ－４－（プロピルチオ）フェネチルアミン、２－［（ジフェニ

ルメチル）スルフィニル］アセタミド（別名モダフィニル）、２－（４－エ

チルスルファニル－２・５－ジメトキシフェニル）エタンアミン、２－

（２・５－ジメトキシ－４－イソプロピルスルファニルフェニル）エタンア

ミン及びこれらの塩類

○

2931･20 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（試験研究用のものを除く。） ○

2932･95 6a・７・８・９－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－３－ペンチル－６

Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名デルタ 10 テトラヒドロ

カンナビノール）、6a・７・８・10ａ－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル

－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名デ

ルタ９テトラヒドロカンナビノール）（分解反応以外の化学反応（大

麻取締法（昭和 23 年法律第 124 号）第１条に規定する大麻草（以

下この項において「大麻草」という。）及びその製品に含有されてい

る 6a・７・８・10ａ－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－３－ペンチル

－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製するために必要

○
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なものを除く。）を起こさせることにより得られるものに限る。）、6a・

７・10・10ａ－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－３－ペンチル－６Ｈ

－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名デルタ８テトラヒドロカン

ナビノール）（分解反応以外の化学反応（大麻草及びその製品に

含有されている 6a・７・10・10ａ－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル

－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製す

るために必要なものを除く。）を起こさせることにより得られるものに

限る。）、6a・９・10・10ａ－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－３－ペ

ンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名デルタ７テト

ラヒドロカンナビノール）、７・８・９・10－テトラヒドロ－６・６・９－トリメ

チル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別

名デルタ 6a（10ａ）テトラヒドロカンナビノール）、８・９・10・10ａ－テト

ラヒドロ－６・６・９－トリメチル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・

ｄ）ピラン－１－オール（別名デルタ 6a(７)テトラヒドロカンナビノー

ル）、6a・７・８・９・10・10ａ－ヘキサヒドロ－６・６－ジメチル－９－メ

チレン－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール

（別名デルタ９（11）テトラヒドロカンナビノール）及びこれらの塩類

2932･99 Ｎ－エチル－α－メチル－３・４－（メチレンジオキシ）フェネチルアミ

ン（別名Ｎ－エチルＭＤＡ）、３－（１・２－ジメチルヘプチル）－７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ

ラン－１－オール（別名ＤＭＨＰ）、Ｎ・α－ジメチル－３・４－（メチレ

ンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＤＭＡ）、３－ヘキシル－７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ

ラン－１－オール（別名パラヘキシル）、α－メチル－３・４－（メチレ

ンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＤＡ）、Ｎ－（α－メチル－３・４

－（メチレンジオキシ）フェネチル）ヒドロキシルアミン（別名Ｎ－ヒド

ロキシＭＤＡ）、３－メトキシ－α－メチル－４・５－（メチレンジオキ

シ）フェネチルアミン（別名ＭＭＤＡ）、Ｎ－メチル－α－エチル－３・

４－（メチレンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＢＤＢ）、２－メチル

アミノ－１－（３・４－メチレンジオキシフェニル）プロパン－１－オン、

Ｎ－メチル－Ｎ－（１－（３・４－メチレンジオキシフェニル）プロパン

－２－イル）ヒドロキシルアミン及びこれらの塩類

○

2933･33 Ｎ－（１－（２－（４－エチル－５－オキソ－２－テトラゾリン－１－イ

ル）エチル）－４－（メトキシメチル）－４－ピペリジル）プロピオンア

ニリド（別名アルフェンタニル）、１－（２－（４－アミノフェニル）エチ

ル）－４－フェニルピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別

名アニレリジン）、１－（３－シアノ－３・３－ジフェニルプロピル）－４

－フェニルピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別名ジフェ

ノキシレート）、４－シアノ－１－メチル－４－フェニピペリジン（別名

ペチジン中間体Ａ）、４・４－ジフェニル－６－ピペリジノ－３－ヘプタ

ノン（別名ジピパノン）、１・２・５－トリメチル－４－フェニル－４－（プ

ロピオニルオキシ）ピペリジン（別名トリメペリジン）、１－（３－ヒドロ

キシ－３－フェニルプロピル）－４－フェニルピペリジン－４－カルボ

○
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ン酸エチルエステル（別名フェノペリジン）、４－（３－ヒドロキシフェ

ニル）－１－メチル－４－ピペリジルエチルケトン（別名ケトベミド

ン）、１－（３－シアノ－３・３－ジフェニルプロピル）－４－（２－オキ

ソ－３－プロピオニル－１－ベンズイミダゾリニル）ピペリジン（別名

ベジトラミド）、１－（３－シアノ－３・３－ジフェニルプロピル）－４－

（１－ピペリジノ）ピペリジン－４－カルボン酸アミド（別名ピリトラミ

ド）、１－（３－シアノ－３・３－ジフェニルプロピル）－４－フェニルピ

ペリジン－４－カルボン酸（別名ジフェノキシン）、１－（１－フェニル

シクロヘキシル）ピペリジン（別名フェンシクリジン）、Ｎ－（１－フェネ

チル－４－ピペリジル）プロピオンアニリド（別名フェンタニル）、Ｎ－

（１－メチル－２－（ピペリジノエチル））－Ｎ－２－ピリジルプロピオ

ンアミド（別名プロピラム）、２－フェニル－２－（２－ピペリジル）酢

酸メチルエステル（別名メチルフェニデート）、１－メチル－４－フェニ

ルピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル及びこれらの塩類

2933･39 ３－アリル－１－メチル－４－フェニル－４－（プロピオニルオキシ）

ピペリジン（別名アリルプロジン）、α－３－エチル－１－メチル－４

－フェニル－４－（プロピオニルオキシ）ピペリジン（別名アルファメ

プロジン）、β－３－エチル－１－メチル－４－フェニル－４－（プロ

ピオニルオキシ）ピペリジン（別名ベータメプロジン）、α－１・３－ジ

メチル－４－フェニル－４－（プロピオニルオキシ）ピペリジン（別名

アルファプロジン）、β－１・３－ジメチル－４－フェニル－４－（プロ

ピオニルオキシ）ピペリジン（別名ベータプロジン）、１－（２－（２－ヒ

ドロキシエトキシ）エチル）－４－フェニルピペリジン－４－カルボン

酸エチルエステル（別名エトキセリジン）、４－（３－ヒドロキシフェニ

ル）－１－メチルピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別名

ヒドロキシペチジン）、４－フェニルピペリジン－４－カルボン酸エチ

ルエステル（別名ペチジン中間体Ｂ）、４－フェニル－１－（３－フェ

ニルアミノプロピル）ピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別

名ピミノジン）、１－（２－（ベンジルオキシ）エチル）－４－フェニルピ

ペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別名ベンゼチジン）、Ｎ

－（１－メチル－２－ピペリジノエチル）プロピオンアニリド（別名フェ

ナンプロミド）、１－メチル－４－フェニルピペリジン－４－カルボン

酸エステル（１－メチル－４－フェニルピペリジン－４－カルボン酸エ

チルエステルを除く。）、４・４－ジフェニル－６－ピペリジノ－３－ヘ

キサノン（別名ノルピパノン）、Ｎ－（１－（β－ヒドロオキシフェネチ

ル）－４－ピペリジル）プロピオンアニリド（別名ベータヒドロキシフェ

ンタニル）、Ｎ－（１－（β－ヒドロキシフェネチル）－３－メチル－４

－ピペリジル）プロピオンアニリド（別名ベータヒドロキシ－３－メチ

ルフェンタニル）、１－フェネチル－４－フェニル－４－ピペリジノー

ル酢酸エステル（別名ＰＥＰＡＰ）、４－フルオロ－Ｎ－（１－フェネチ

ル－４－ピペリジル）プロピオンアニリド（別名パラフルオロフェンタ

ニル）、１－メチル－４－フェニルピペリジン－４－カルボン酸（別名

ペチジン中間体Ｃ）、Ｎ－（３－メチル－１－フェネチル－４－ピペリ
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ジル）プロピオンアニリド（別名３－メチルフェンタニル）、１－メチル

－４－フェニル－４－ピペリジノールプロピオン酸エステル（別名Ｍ

ＰＰＰ）、Ｎ－（１－（α－メチルフェネチル）－４－ピペリジル）アセト

アニリド（別名アセチル－アルファ－メチルフェンタニル）、Ｎ－（１－

（α－メチルフェネチル）－４－ピペリジル）プロピオンアニリド（別名

アルファ－メチルフェンタニル）、１－（２－メトキシカルボニルエチ

ル）－４－（フェニルプロピオニルアミノ）ピペリジン－４－カルボン酸

メチルエステル（別名レミフェンタニル）、１・２・３・４・５・６－ヘキサヒ

ドロ－８－ヒドロキシ－６・１１－ジメチル－３－フェネチル－２・６－

メタノ－３－ベンザゾシン（別名フェナゾシン）、１・２・３・４・５・６－ヘ

キサヒドロ－８－ヒドロキシ－３・６・１１－トリメチル－２・６－メタノ－

３－ベンザゾシン（別名メタゾシン）及びこれらの塩類

2933･41 ３－ヒドロキシ－Ｎ－メチルモルヒナン（右旋性のものを除く。）及び

その塩類

2933･49 ３－ヒドロキシ－Ｎ－フェナシルモルヒナン（右 旋 性 のものを除

く。）、３－ヒドロキシ－Ｎ－フェネチルモルヒナン（別名フェノモルフ

ァン）、３・４－ジメトキシ－１７－メチルモルヒナン－６β・１４－ジオ

ール（別名ドロテバノール）、３－ヒドロキシモルヒナン（右旋性のも

のを除く。）、３－メトキシ－Ｎ－メチルモルヒナン（右旋性のものを

除く。）及びこれらの塩類

○

2933･53 ５－アリル－５－（１－メチルブチル）バルビツール酸（別名セコバル

ビタール）及びその塩類

○

2933･55 α－（α－メトキシベンジル）－４－（β－メトキシフェネチル）－１－

ピペラジンエタノール（別名ジペプロール）、３－（２－クロロフェニ

ル）－２－メチル－４（３Ｈ）－キナゾリノン（別名メクロカロン）、２－

メチル－３－（２－トリル）－４（３Ｈ）－キナゾリノン（別名メタカロン）

及びこれらの塩類

○

2933･59 １－（３－トリフルオロメチルフェニル）ピペラジン、１－ベンジルピペ

ラジン、１－（３－クロロフェニル）ピペラジン及びこれらの塩類

○

2933･99 ２－（４－クロロベンジル）－１－（ジエチルアミノ）エチル－５－ニト

ロベンズイミダゾール（別名クロニタゼン）、１－（ジエチルアミノ）エ

チル－２－（４－エトキシベンジル）－５－ニトロベンズイミダゾール

（別名エトニタゼン）１・３－ジメチル－４－フェニル－４－（プロピオ

ニルオキシ）アザシクロヘプタン（別名プロヘプタジン）、３－（２－ア

ミノブチル）インドール（別名エトリプタミン）、３－（２－（ジエチルアミ

ノ）エチル）インドール（別名ＤＥＴ）、３－（２－（ジメチルアミノ）エチ

ル）インドール（別名ＤＭＴ）、３－（（２－ジメチルアミノ）エチル）－イ

ンドール－４－イルリン酸エステル（別名サイロシビン）、３－（２－

（ジメチルアミノ）エチル）－インドール－４－オール（別名サイロシ

ン）、１－（１－フェニルシクロヘキシル）ピロリジン（別名ロリシクリジ

ン）、３・７－ジヒドロ－１・３－ジメチル－７－（２－（（α－メチルフェ

ネチル）アミノ）エチル）－１Ｈ－プリン－２・６－ジオン（別名フェネチ

リン）、３－[２－（ジイソプロピルアミノ）エチル]－５－メトキシインド

○
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ール（別名５－Ｍｅｏ－ＤＩＰＴ）３－（２－アミノプロピル）インドール

（別名ＡＭＴ）及びこれらの塩類並びに２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾ

トリアゾール－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノー

ル（試験研究用のものを除く。）

2934･91 Ｎ－（４－（メトキシメチル）－１－（２－（２－チエニル）エチル）－４－

ピペリジル）プロピオンアニリド（別名スフェンタニル）、３－メチル－

２－フェニルモルフォリン（別名フェンメトラジン）及びこれらの塩類

○

2934･99 ３－（Ｎ－エチル－Ｎ－メチルアミノ）－１・１－ジ－（２－チエニル）－

１－ブテン（別名エチルメチルチアンブテン）、３－ジエチルアミノ－

１・１－ジ－（２－チエニル）－１－ブテン（別名ジエチルチアンブテ

ン）、３－ジメチルアミノ－１・１－ジ－（２－チエニル）－１－ブテン

（別名ジメチルチアンブテン）、４－フェニル－１－（２－（テトラヒドロ

フルフリルオキシ）エチル）ピペリジン－４－カルボン酸エチルエステ

ル（別名フレチジン）、（（３－メチル－４－モルフォリノ－２・２－ジフ

ェニル）ブチリル）ピロリジン、２－メチル－３－モルフォリノ－１・１－

ジフェニル酪酸（別名モラミド中間体）、１－（２－モノフォリノエチル

－４－フェニルピペリジン－４－カルボン酸エチルエステル（別名モ

ルフェリジン）、６－モルフォリノ－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノン

（別名フェナドキソン）、４－モルフォリノ－２・２－ジフェニル酪酸エ

チルエステル（別名ジオキサフェチルブチレート）、シス－２－アミノ

－４－メチル－５－フェニル－２－オキサゾリン（別名４－メチルアミ

ノレクス）、Ｎ－（１－（２－（２－チエニル）エチル）－４－ピペリジル）

プロピオンアニリド（別名チオフェンタニル）、１－（１－（２－チエニ

ル）シクロヘキシル）ピペジン（別名テノシクリジン）、Ｎ－（１－（１－

メチル－２－（２－チエニル）エチル）－４－ピペリジル）プロピオンア

ニリド（別名アルファメチルチオフェンタニル）、Ｎ－（３－メチル－１

－（２－（２－チエニル）エチル）－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名３－メチルチオフェンタニル）及びこれらの塩類

○

2939･11 次に掲げるもの及びその塩類

イ コデイン、エチルモルヒネ

ロ ジアセチルモルヒネ（別名ヘロイン）

ハ ジヒドロコデイノン（別名ヒドロコドン）

ニ ジヒドロコデイン

ホ ジヒドロヒドロキシコデイノン（別名オキシコドン）

ヘ ジヒドロヒドロキシモルヒノン（別名オキシモルフォン）

ト ジヒドロモルヒノン（別名ヒドロモルフォン）

チ テバイン

リ モルヒネ

ヌ ７・８－ジヒドロ－７α－（１（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メチルブチ

ル）－６－０－メチル－６・14－エンド－エテノモルヒネ（別名エ

トルフィン）

○

2939･19 次に掲げるもの及びその塩類（ヌにあっては、その誘導体。）

イ Ｎ－アリルノルモルヒネ（別名ナロルフィン）及びそのエステル

○
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ロ ジヒドロデオキシモルヒネ（別名デソモルヒネ）及びそのエステ

ル

ハ ジヒドロモルヒネ及びそのエステル

ニ ６－ニコチニルコデイン（別名ニココジン）

ホ ノルモルヒネ（別名デメチルモルヒネ）及びそのエーテル

ヘ 14－ヒドロキシジヒドロモルヒネ（別名ヒドロモルヒノール）

ト ６－メチルジヒドロモルヒネ（別名メチルジヒドロモルヒネ）

チ メチルジヒドロモルヒノン（別名メトポン）及びそのエステル

リ ６－メチル－△－６－デオキシモルヒネ（別名メチルデソルフィ

ン）

ヌ モルヒネ－Ｎ－オキシドその他五価窒素モルヒネ

ル ３－０－アセチル－７・８－ジヒドロ－７α－（１（Ｒ）－ヒドロキ

シ－１－メチルブチル）－６－０－メチル－６・14－エンド－エテ

ノモルヒネ（別名アセトルフィン）

ヲ ジヒドロコデイノン－６－（カルボキシメチル）オキシム（別名コ

ドキシム）

ワ ７・８－ジヒドロ－７－α－〔１－（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メチル

ブチル〕－６・１４－エンド－エタノテトラヒドロオリパビン（別名

ジヒドロエトルフィン）

カ モルヒネのエーテル（コデイン、エチルモルヒネを除く。）

ヨ モルヒネのエステル（ジアセチルモルヒネ（別名ヘロイン）を除

く。）

タ ジヒドロコデイノン（別名ヒドロコドン）のエステル

レ ジヒドロコデインのエステル

ソ ジヒドロヒドロキシコデイノン（別名オキシコドン）のエステル

ツ ジヒドロモルヒノン（別名ヒドロモルフォン）のエステル

ネ （５Ｒ）－４・５－エポキシ－６－メトキシ－１７－メチル－６・７・

８・１４－テトラデヒドロモルヒナン－３－オール（別名オリパビ

ン）

2939･41 １－フェニル－２－メチルアミノプロパノール－１（エフェドリン）及び

その塩類

2939･42 １－フェニル－２－メチルアミノプロパノール－１（プソイドエフェドリ

ン）及びその塩類

2939･44 １－フェニル－２－ジメチルアミノプロパノール－１、エリトロ－２－ア

ミノ－１－フェニルプロパン－１－オール（別名ノルエフェドリン）及

びこれらの塩類

2939･69 リゼルギン酸ジエチルアミド（別名リゼルギド）及びその塩類 ○

2939･91 エクゴニン、コカインその他エクゴニンのエステル、フェニルメチルア

ミノプロパン及びこれらの塩類

○

2939･99 ２－アミノプロピオフェノン、１－フェニル－１－クロロ－２－メチルア

ミノプロパン、１－フェニル－１－クロロ－２－ジメチルアミノプロパ

ン、１－フェニル－２－ジメチルアミノプロパン及びこれらの塩類

○

3002･30 口蹄疫ワクチン（治験用のものを除く。） ○
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30･03 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 から 2930･90 まで及び

2932･95 から 2939･99 までの項に掲げる物（４－アミノジフェニル及

びその塩類を除く。）のいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲

げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類の含有量 が全

重量の１％以下の製剤であって、この項のイからホまで以外の

部分に規定する物（コデイン、ジヒドロコデイン、４－アミノジフェ

ニル及びこれらの塩類を除く。）を含有しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミノプロパノール－１の含有量が

全重量の 10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルアミノプロパノール－１の含有量が

全重量の 10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の 50％以下の物

○

30･04 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 から 2930･90 まで及び

2932･95 から 2939･99 までの項に掲げる物（４－アミノジフェニル及

びその塩類を除く。）のいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲

げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類の含有量が全重

量の１％以下の製剤であって、この項のイからホまで以外の部

分に規定する物（コデイン、ジヒドロコデイン、４－アミノジフェニ

ル及びこれらの塩類を除く。）を含有しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミノプロパノール－１の含有量が全

重量の 10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルアミノプロパノール－１の含有量が

全重量の 10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の 50％以下の物

○

3404･90 ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン（試験研究用のものを

除く。）

○

3506･91 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当

該ゴムのりの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を超えるもの

○

36･01 火薬

36･02 爆薬

36･03 導火線、導爆線、火管、イグナイター（次に掲げるものを除く。）及

び雷管

イ 火薬０．１グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を使用

し電気により点火する構造のもの

ロ 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いるイグナ

イターであって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たすもの

(1) 火薬（過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。）の

○
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量が０．２６グラム以下のもの又は火薬の量が０．０９グラム

以下であり、かつ、爆薬の量が０．０２５グラム以下のもので

あること。ただし、点火部（イグナイターの部分品であって、点

火薬が充てんされているものをいう。以下同じ。）を２つ有す

るものの場合には、それぞれの点火部の火薬の量が０．２６

グラム以下であること。

(2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造で

あること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。

(5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であるこ

と。

(6) 点火部を２つ有するものの場合には、それぞれの点火部

が(1)から(5)までの要件を満たし、かつ、一方の点火部の点

火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造であること。

ハ 自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器

（Ｌ字型ガス発生器を含む。）、自動車用乗員前方移動拘束

装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボン

ネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるイグ

ナイターであって、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たすも

の

(1) 火薬の量が０．２６グラム以下のもの又は火薬の量が０．０

９グラム以下であり、かつ、爆薬の量が０．０２５グラム以下の

ものであること。ただし、自動車用乗員前方移動拘束装置に

用いるガス発生器に組み込んで用いるものの場合には、火

薬の量が０．２５グラ ム以下のものであること。

(2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造で

あること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。

(5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であるこ

と。

36･05 黄りんマッチ ○

38･22 ４－ニトロジフェニル（その塩を含む。）、ビス（クロロメチル）エーテ

ル、ベンジジン（その塩を含む。）、４－アミノジフェニル（その塩を含

む。）又はベータ－ナフチルアミン（その塩を含む。）をその重量の

１％を超えて含有する製剤その他のもの

○

3824･82 ポリ塩化ビフェニル（試験研究用のものを除く。） ○

3824･90 ポリ塩化ナフタレン（試験研究用のものを除く。）及び４－ニトロジフ

ェニル（その塩を含む。）、ビス（クロロメチル）エーテル、ベンジジン

（その塩を含む。）、４－アミノジフェニル（その塩を含む。）又はベー

○
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タ－ナフチルアミン（その塩を含む。）をその重量の１％を超えて含

有する製剤その他のもの

4005･20 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当

該ゴムのりの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を超えるもの

○

4016･99 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当

該ゴムのりの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を超えるもの

○

8109･90 ジルコニウムの管（原子炉本体を構成するために設計又は製造さ

れたものであって、ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の５０

０分の１未満のものに限る。）

○

8401･10 原子炉

8401･30 核燃料要素（カートリッジ式で未使用のものに限る。）

8401･40 原子炉の部分品

84･11 軍用航空機用原動機（部分品を除く。） ○

8412･10 軍用航空機用原動機 ○

8412･39 軍用航空機用原動機 ○

8412･80 軍用航空機用原動機 ○

87･10 戦車その他の装甲車両（自走式のものに限るものとし、武器を装

備しているかいないかを問わない。）及びその部分品

88･02 軍用航空機（関税率表第 8802・60 号に掲げるものを除く。） ○

89･06 軍艦 ○

9030･10 電離放射線の測定用又は検出用の機器（核燃料物質を含むもの

に限る。）

○

9030･90 電離放射線の測定用又は検出用の機器（核燃料物質を含むもの

に限る。）の部分品及び附属品（核燃料物質を含むものに限る。）

○

93･01 軍用の武器

93･02 けん銃

93･03 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するも

の

93･04 その他の武器

93･05 関税率表第 93・01 項から第 93・04 項までの物品の部分品及び附

属品（関税率表第 9305・99 号であって、プラスチック製、ゴム製、

革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製のものを除く。）

○

93･06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品

及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並

びにこれらの部分品（散弾及びカートリッジワッドを含む。）

93･07 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及び

さや
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第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める特定物質、

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに石綿を用いた製品

１ ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物（まっこう鯨、つち鯨、みんく鯨、いわし

鯨、にたり鯨、ながす鯨及びカワゴンドウを除く。）又は植物並びにこれらの個体の一部及

び派生物

２ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成四年法律第百八号）第二条第

一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十

五年法律第百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物（同条第四項第二号に掲げる

船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物

を除く。）

３ 化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物質

４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二

十四条第一項に規定する政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているも

の（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化

学物質が使用されているものに限る。）

５ 労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十六条第一項第四号に

掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（労働安全衛生

法施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第二百五十七号）附則第三条各号に

掲げるものを除く。）
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三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による

輸入の承認を受けるべき場合は、６から８までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による

輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、６の貨物を輸入

する場合においての６の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、７の貨物

を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は８の貨物を輸入する場合においての８

の(1)から(12)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。

１ この公表において「関税率表」とは、関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表の

関税率表をいい、「関税率表の番号等」とは、関税率表の番号及び同表又は関税暫定措

置法（昭和三十五年法律第三十六号）別表第一の品名欄に掲げる物品が、その欄におい

て細分類されている場合における当該細分類の項目に付された数字又は符号をいう。

２ 非自由化品目、二の表の第１及び二の二の表の第１に掲げる貨物の範囲の決定は、関

税率表の各号の規定の範囲内で、かつ、同表の各号及び部又は類の注の規定による。

３ 非自由化品目及び二の二号承認を受けるべき貨物について、一の表の第１及び二の二

の表の第１の備考欄において○を付されたものは、関税率表の番号等の規定する品目の

一部のみが非自由化品目及び二の二号承認を受けるべき貨物であることを示す。

４ 非自由化品目及び一の表の第２の貨物の輸入割当申請の期日、申請書の提出先、添付

書類その他必要な事項は、別に定めるところによる。

５ 二の表の第１及び第２並びに二の二の表の第１及び第２の承認の申請の期日、申請書の

提出先、添付書類その他必要な事項は、別に定めるところによる。

６ （１）治験用の微生物性ワクチン（口蹄疫ワクチンに限る。以下同じ。）を輸入しようとする者

は、当該輸入に係る微生物性ワクチンが治験用であることについての厚生労働大臣又

は農林水産大臣の確認を受けなければならない。

（２）ウラン触媒を輸入しようとする者は、当該輸入に係るウラン触媒が核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第五十二

条第一項又は第五十五条第一項の規定に基づく文部科学大臣の許可を受けた者の

使用に供するために輸入するものであることについての文部科学大臣の確認を受けな

ければならない。

（３）文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成十四年法律第八十一号）第

三条第二項の規定に基づき指定された特定外国文化財を輸入しようとする者は、当該

輸入に係る文化財が同法第三条第一項の通知を外務大臣に対して行った国への返

還を必要としないものであることについての文部科学大臣の確認を受けなければならな

い。

（４）武力紛争の際の文化財の保護に関する法律（平成十九年法律第三十二号）第二条

第四号に規定する被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、当該輸入に係る

被占領地域流出文化財が、同法第四条第一項の要請に基づき、本邦において一時的

に保管すべきものであることについての文部科学大臣の確認を受けなければならない。

７ （１）イ 試験研究用のヘキサクロロブタ－１・３－ジエン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキ

サン、ベータ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキサン、

クロルデン類、アルドリン、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロベンゼン、ＤＤＴ、

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロベンゼン、ヘキサブロモビフェ

ニル、ＰＦＯＳ若しくはその塩、ＰＦＯＳＦ、ジコホル、２・４・６－トリ－ターシャリ－ブチ

ルフェノール、テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘ

キサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル、ディルドリン、エン
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ドリン、クロルデコン、Ｎ・Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－Ｎ′

－キシリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ・Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレンジア

ミン、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド又は２－（２Ｈ－１・２・３－ベンゾトリアゾール－

２－イル）―４・６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノールを輸入しようとする者は、当該

輸入に係るヘキサクロロブタ－１・３－ジエン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサ

ン、ベータ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ク

ロルデン類、アルドリン、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロベンゼン、ＤＤＴ、ポ

リ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロベンゼン、ヘキサブロモビフェニ

ル、ＰＦＯＳ若しくはその塩、ＰＦＯＳＦ、ジコホル、２・４・６－トリ－ターシャリ－ブチル

フェノール、テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキ

サブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル、ディルドリン、エンドリ

ン、クロルデコン、Ｎ・Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－Ｎ′－

キシリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ・Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミ

ン、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド又は２－（２Ｈ－１・２・３－ベンゾトリアゾール－２

－イル）―４・６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノールが試験研究用であることについ

ての経済産業大臣の確認を受けなければならない。

ロ エッチング剤（圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を

送受信することを可能とする化合物半導体の製造に用いるものに限る。）、半導体

用のレジスト又は業務用写真フィルムの製造に使用するＰＦＯＳ又はその塩を輸入

しようとする者は、当該輸入に係るＰＦＯＳ又はその塩がエッチング剤（圧電フィルタ

又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする

化合物半導体の製造に用いるものに限る。）、半導体用のレジスト又は業務用写真

フィルムの製造に使用するものであることについての経済産業大臣の確認を受けな

ければならない。

ハ ＰＦＯＳ又はその塩が使用されているエッチング剤（圧電フィルタ又は無線機器が

三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の

製造に用いるものに限る。）、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルム（８の

(12)の手続により輸入される貨物を除く。）を輸入しようとする者は、当該輸入に係

るエッチング剤（圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を

送受信することを可能とする化合物半導体の製造に用いるものに限る。）、半導体

用のレジスト又は業務用写真フィルムにＰＦＯＳ又はその塩が使用されているもので

あることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。

（２）まぐろ（びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除くものとし、生鮮、

冷蔵又は冷凍のものに限る。）又はかじき（めかじきを除くものとし、生鮮、冷蔵又は冷

凍のものに限る。）を船舶により輸入しようとする者（経済産業大臣の二号承認を受け

なければならない者を除く。）は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受け

なければならない。

（３）冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ又はめかじきを輸入しようとする者（経済

産業大臣の二号承認を受けなければならない者を除く。）は、別に定めるところにより、

経済産業大臣の確認を受けなければならない。

（４）めろを輸入しようとする者（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者を除

く。）は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

（５）鯨及びその調製品を輸入しようとする者（令第四条第一項の規定による経済産業大
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臣の輸入の承認を受けなければならない者を除く。）は、当該輸入に係る鯨及びその調

製品の原産地及び船積地域が９の（１）に掲げる国であることについての経済産業大臣

の確認を受けなければならない。

（６）次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しくは植物又は同表の二

の項の第二欄に掲げる国を船積地域とする動物若しくは植物であって、当該第二欄に

掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属するもの（二の表の第１中三の９の(1)に掲げる

国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及

びタツノオトシゴ属全種を除く。）並びにこれらの個体の一部及び派生物（ワシントン条

約附属書Ⅱに掲げる種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅱに

より特定されるものに、同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物の個体の

一部及び派生物にあっては附属書Ⅲにより特定されるものに限る。）のうち、当該第二

欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるもの（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべ

きもの並びに７の（７）及び（８）に基づき経済産業大臣の確認を受けなければならないも

のを除く。）を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を

受けなければならない。

国 種 貨 物

一 アフガニスタン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 動物及び植物並びにこれら

の個体の一部及び派生物

アルゼンチン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（ジャガランディ、コロコロ、コドコド、ピ

ューマ、クチビロカイマン、パラグアイ

カイマン、カニクイイヌ、パタゴニアス

カンク、クビワペッカリー及びクチジロ

ペッカリーに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

ボツワナ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種（

アフリカゾウに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

エジプト ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（ギリシャリクガメ、エジプトトゲオアガ

マ、クジャクトゲオアガマ、ニシキトゲ

オアガマ、サバクトゲオアガマ、チチュ

ウカイカメレオン、アフリカカメレオン、

ナイルスナボア、ヤハズスナボア及び

フェネックギツネに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

インド ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

及びインドが同条約附属書Ⅲに掲げ

た種

動物及び植物並びにこれら

の個体の一部及び派生物

イスラエル ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 動物及び植物並びにこれら

の個体の一部及び派生物

ヨルダン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（クロサンゴ目、アオサンゴ科、イシサ

ンゴ目及びクダサンゴ科に属するも

のに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物
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ナミビア ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（アフリカゾウに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

パプアニューギ

ニア

ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（ラン科に属するものに限る。）

植 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

パラグアイ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 動物及び植物並びにこれら

の個体の一部及び派生物

ペルー ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（ラン科及びサボテン科に属するもの

に限る。）

植 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

フィリピン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（動物界に属するものに限る。）

動物並びにその 個体の一

部及び 派生物

南アフリカ共和

国

ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（アフリカゾウに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

タンザニア ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（キエリクロボタンインコに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

ジンバブエ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

（アフリカゾウに限る。）

動 物 並 びにその個 体 の一

部及び派生物

二 削除

（７）ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する生きている動物（二の表の第１中三の９の

(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジ

ロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。）及び同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する生きて

いる動物（当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。）であって、二の

表の第２に基づき二号承認を受けるべきもの及び７の（８）に基づき事前確認を受けるべ

きもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより経済産業大臣の確認

を受けなければならない。

（８）絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律施行令（平成五年政令第十七号。

以下「種の保存法施行令」という。）別表第一の表二に掲げる国内希少野生動植物種

（種の保存法施行令別表第三に掲げる特定国内希少野生動植物種を除く。）の個体等で

あって、二の表の第２に基づき二号承認を受けるべきもの及び８の（４）のロに掲げる貨物

以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受

けなければならない。

（９）麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号。以下「麻取法」という。）第五

十条の九第五項に規定する第三種向精神薬を輸入しようとする者であって、次のいずれ

かに該当するもの又は麻取法第五十条の九第四項に規定する第二種向精神薬を輸入し

ようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

イ 麻取法第二条第三十四号に規定する向精神薬試験研究施設設置者であって、学術

研究又は試験検査のため同条第六号に規定する向精神薬（以下「向精神薬」という。）

を輸入するもの

ロ 麻取法第二条第二十九号に規定する向精神薬輸出業者（以下「向精神薬輸出業

者」という。）であって、自ら輸出した向精神薬を輸入するもの

ハ 向精神薬輸出業者、麻取法第二条第三十号に規定する向精神薬製造製剤業者又

は同条第三十一号に規定する向精神薬使用業者であって、品質試験のため向精神薬
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を輸入するもの

ニ 商品見本である向精神薬を輸入する者

（10）当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用される、モントリオール議定書

附属書Ａに掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入する

ものを除く。）、同議定書附属書Ｂに掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなけれ

ばならない者が輸入するものを除く。）、同議定書附属書Ｃに掲げる物質（経済産業大臣

の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。）及び同議定書附属書Ｅに

掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除

く。）を輸入しようとする者は、当該物質が当該物質以外の物質の製造工程において原料

として使用されるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければならな

い。

（11）試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書ＡのグループⅠに属する

物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。）、同

議定書附属書Ｂに掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が

輸入するものを除く。）、同議定書附属書ＣのグループⅡに属する物質及び同議定書附

属書ＣのグループⅢに属する物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者

が輸入するものを除く。）並びに同議定書附属書Ｅに掲げる物質（経済産業大臣の二号

承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。）を輸入しようとする者は、試験研

究又は分析（同議定書附属書Ｅに掲げる物質にあっては、大気中の当該物質の濃度又

は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している当該物質の量の測定、当該測定に

用いる計量器の校正及び試験研究（当該物質の使用により得られる効用と当該物質に

代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの（試験研究施設の

建物内において行うものに限る。）、当該物質を物質の合成の実験のための試薬として使

用するもの（当該物質が破壊されるものに限る。）又は当該物質の毒性に関するものに限

る。）に限る。）に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなけれ

ばならない。

（12）貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるモントリオール議定書附属書Ｅに掲げる物

質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。）を輸入

しようとする者は、貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることについての

経済産業大臣の確認を受けなければならない。

８ 次の（１）から（12）までの貨物を輸入する場合は、関税法（昭和二十九年法律第六十一号）

第六十七条の許可（輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一

項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三

第一項（同法第六十二条において準用する場合を含む。）の承認）を受ける前に、それぞれ

（１）から（12）までに定める書類を税関に提出しなければならない。

（１）けしの実及び大麻の実については、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであ

ることを証する書類（当該陸揚港を管轄する地方厚生局麻薬取締部、地方厚生支局麻

薬取締部又は地方麻薬取締支所が発行したものに限る。）

（２）９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするワシントン条約附属書Ⅱに掲

げる種に属する動物（二の表の第１中三の９の(１)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲

げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。）又

は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物（植物の個体の一部及び派生物にあって

は、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。）であって、二の表の第２に基づく二号承認又
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は７の（６）から（８）までに基づく経済産業大臣の確認を受けることを要しないものについ

ては、当該船積地域に係る国若しくは地域の管理当局又はこれに準ずる当局（以下「管

理当局等」という。）が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又は再輸出

証明書の原本

（３）ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定

されるこれらの個体の一部及び派生物（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべき貨

物及び７の（６）から（８）までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべき貨物を除く。）に

ついては、次の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地及び中欄に掲げる船積地

域の区分に応じ下欄に掲げる書類

当 該 動 物 又 は植 物 の

原産地

船 積 地 域 提 出 書 類

当該動物又は植物を

附属書Ⅲに掲げた国

当該動物又は植物の原産地

に係る国

ワシントン条約に基づき管理当

局等が発給する輸出許可書の

原本

９の（３）のイ及びロに掲げる

国又は地域（当該動物又は植

物の原産 地に係る国 又は地

域を除く。）

再輸出証明書又は船積地域内

で加工されたものであることを証

する書面（以下「加工証明書」と

いう。）の原本（いずれもワシント

ン条 約 に基 づき管 理 当 局 等 が

発給するものに限る。）

当該動物又は植物を

附属書Ⅲに掲げた国

を除く国又は地域

９の（３）のイ及 びロに掲 げる

国 又 は地 域

ワシントン条約に基づき、管理当

局等が発給する再輸出証明書

若しくは加工証明書又は原産地

に係る国若しくは地域の公的機

関が発給する原産地証明書の

原本

９の（３）のイ及びロに掲げる

国又は地域を除く国又は地域

原産地に係る国又は地域の公

的機関が発給する原産地証明

書の原本

（４）イ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五

号）第四条第二項に規定する希少野生動植物種（同条第五項に規定する特定国内希

少野生動植物種を除く。）の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官

並びにこれらの加工品（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべき貨物、二の二の

表の第２に基づき二の二号承認を受けるべき貨物、（２）及びロに規定する貨物又は７

の（６）から（８）までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く。以下「個体

等」という。）については、当該個体等の輸出を許可した旨の輸出国の政府機関の発行

する証明書（輸出国が当該個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、

輸出国内において適法に捕獲し、採取し、又は繁殖させた旨の当該輸出国の政府機

関の発行する証明書）

ロ アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから輸入する種の保存法施行令別表第一

の表一及び別表第二の表一に掲げる種の個体等（二の二の表の第２に基づき二の二

号承認を受けるべき貨物並びに７の（６）及び（７）に基づき経済産業大臣の確認を受け
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るべき貨物を除く。）については、学術研究又は繁殖の目的でその個体等を輸出するこ

とを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書

（５）放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六

十七号。以下「障防法」という。）第二条第二項に定める放射性同位元素については、次

のイ又はロに掲げる書類

イ 放射性同位元素の使用の許可を受けた者にあっては、障防法第九条第一項に規定

する許可証の写し

ロ 放射性同位元素の使用の届出又は販売若しくは賃貸の業の届出を行った者にあっ

ては、届出を行ったことを示す証明書

（６）麻取法第五十条の九第五項に規定する第三種向精神薬（７の（９）に基づき経済産業大

臣の確認を受けるべきものを除く。）については、麻取法第五十条の四において準用する

麻取法第四条第一項に規定する免許証の写し

（７）イ Ｎ―アセチルアントラニル酸及びその塩類、イソサフロール、エルゴタミン及びその塩

類、エルゴメトリン及びその塩類、過マンガン酸カリウム、サフロール、ピペロナール、無

水酢酸、３・４―メチレンジオキシフェニル―２―プロパノン、リゼルギン酸及びその塩類

並びにこれらを含有する物（麻取法第五十条の三十一ただし書又は麻薬及び向精神

薬取締法施行令（昭和二十八年政令第五十七号）第八条の四の規定により届出の対

象外となる物を除く。）については、麻取法第五十条の二十九に規定する届出を行った

ことを証明する書類（麻取法第二条第三十七号に規定する麻薬等原料輸入業者（以

下「麻薬等原料輸入業者」という。）が輸入しようとする場合に限る。）又は麻取法第五

十条の三十一に規定する届出を行ったことを証する書類（麻薬等原料輸入業者以外

の者が輸入しようとする場合に限る。）

ロ アセトン、アントラニル酸及びその塩類、エチルエーテル、塩酸、トルエン、ピペリジン

及びその塩類、メチルエチルケトン、硫酸並びにこれらを含有する物（麻取法第五十条

の三十一ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第八条の四の規定により届

出の対象外となる物を除く。）については、麻取法第五十条の二十七に規定する届出

を行ったことを証明する書類（麻薬等原料輸入業者が輸入しようとする場合に限る。）

又は麻取法第五十条の三十一に規定する届出を行ったことを証明する書類（麻薬等

原料輸入業者以外の者が輸入しようとする場合に限る。）

（８）フェニル醋酸及びその塩類並びにこれらを含有する物（フェニル醋酸の含有量が全重量

の十％以下の物を除く。）を輸入しようとする場合は、覚せい剤取締法（昭和二十六年法

律第二百五十二号）第三十条の五において準用する第五条に規定する覚せい剤原料輸

入業者の指定証の写し

（９）生鮮若しくは冷蔵のくろまぐろ、みなみまぐろ又はめかじき（経済産業大臣の二号承認を

受けなければならない者が輸入するものを除く。）については、それぞれ、くろまぐろ漁獲証

明書若しくはくろまぐろ再輸出証明書、みなみまぐろ漁獲証明書若しくはみなみまぐろ再

輸出証明書又はめかじき統計証明書若しくはめかじき再輸出証明書

（10）ダイヤモンド（関税定率法別表第七一類第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び

第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないも

のであって、その容器又は包装に開かれた跡がないものに限る。ただし、コートジボワール

を原産地又は船積地域とするものを除く。）については、平成十四年十一月五日にインタ

ーラーケンで採択されたダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき船積地域に係る国又

は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書（当該証明書に係るダイヤモンド
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が当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類をいう。）

（11）農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二第一項に規定する農薬（当

該農薬が同法第二条第一項ただし書きに該当する場合を除く。）については、同法第二

条第一項に規定する登録を受けたことを証する書類

（12）薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品（残留性

有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質が

使用されているものに限る。）、同条第二項に規定する医薬部外品（残留性有機汚染物

質に関するストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質が使用されて

いるものに限る。）及び同条第四項に規定する医療機器（残留性有機汚染物質に関する

ストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質が使用されているものに

限る。）については、薬事法施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）第九十四条第一

項又は第九十五条第一項の規定による届書（変更の届出を行った場合にあっては、同令

第九十四条第三項又は第九十五条第三項の規定による届書を含む。）の写し

９ （１）二の表の第１の鯨及びその調製品の二号承認を要しない国は、次のとおりとする。

アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、チリ、コスタリカ、

デンマーク、ドミニカ、フィンランド、フランス（海外県ギアナを含む。）、ドイツ、グレナダ、イ

ンド、アイルランド、ケニア、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、中華人民共和国

（香港及びマカオを含む。）、オマーン、セントルシア、セントビンセント、セネガル、ソロモン、

セント・キッズ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国、ベネズエ

ラ

（２）二の表の第１のくろまぐろ（大西洋又は地中海において蓄養された生鮮又は冷蔵のくろま

ぐろに限る。）の二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。

アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、オーストリア、バルバドス、ベルギー、バミューダ諸

島、ブラジル、ベリーズ、ブルガリア、カナダ、カーボヴェルデ、中華人民共和国（香港及び

マカオを含む。）、コロンビア、コートジボワール、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェ

コ、デンマーク、エジプト、赤道ギニア、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、

ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、

アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モ

ーリタニア、メキシコ、モロッコ、ナミビア、オランダ、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、

パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、シエラレオネ、サンピエー

ル島・ミクロン島、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、セネガル、スロバキア、スロベニア、

南アフリカ共和国、スペイン、スリナム、スウェーデン、シリア、台湾、トリニダード・トバゴ、

チュニジア、トルコ、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ

（３）二の表の第２のワシントン条約附属書Ⅱ又はⅢに掲げる種に属する動物又は植物並び

にこれらの個体の一部及び派生物の二号承認を要しない国又は地域は、次のイ及びロに

掲げる国又は地域とする。

イ アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、ア

ルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン共和国、バハマ、バングラデシ

ュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、

カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民

共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コート
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ジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジ

ブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリ

トリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グル

ジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、

ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イス

ラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオ

ス、ラトビア、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マ

ケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、マリ、マルタ、モ

ーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビ

ーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジュー

ル、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニ

ア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルド

バ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セント

ビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビ

ア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリ

ア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェー

デン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ウ

クライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキ

スタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ

ロ アンドラ、アンゴラ、バーレーン、クック諸島、北朝鮮、フェロー諸島、ハイチ、イラク、キ

リバス、レバノン、マーシャル諸島、ミクロネシア、タジキスタン、台湾、トンガ、タークス・

カイコス諸島

（４）二の表の第２のモントリオール議定書附属書Ａに掲げる物質及び同議定書附属書Ｄに

掲げる製品、同議定書附属書Ｂに掲げる物質、同議定書附属書ＣのグループⅡに属する

物質及び同議定書附属書Ｅに掲げる物質、同議定書附属書ＣのグループⅢに属する物

質並びに同議定書附属書ＣのグループⅠに属する物質の二号承認を要しない国又は地

域は、次のイからホまでに掲げる国又は地域とする。

イ モントリオール議定書附属書Ａに掲げる物質及び同議定書附属書Ｄに掲げる製品の

二号承認を要しない国又は地域

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブー

ダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブ

ータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、

ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリ

カ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コン

ゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キ

ューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジ

プト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンラ

ンド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテ

マラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイ

スランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマ

イカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、

ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブル
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グ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタ

ニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、

モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーラ

ンド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキ

スタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、

ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、

セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、

セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、南スーダン、スペイン、スリランカ、スーダン、スリ

ナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、

チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、

英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イ

エメン、ザンビア、ジンバブエ

ロ モントリオール議定書附属書Ｂに掲げる物質の二号承認を要しない国又は地域

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブー

ダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブ

ータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、

ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリ

カ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コン

ゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キ

ューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジ

プト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンラ

ンド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテ

マラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイ

スランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマ

イカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、

ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブル

グ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタ

ニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、

モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーラ

ンド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキ

スタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、

ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、

セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、

セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジ

ランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、マケドニア

旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、

トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリ

カ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザン

ビア、ジンバブエ
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ハ モントリオール議定書附属書ＣのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書Ｅに

掲げる物質の二号承認を要しない国又は地域

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブー

ダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブ

ータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、

ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリ

カ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コン

ゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キ

ューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジ

プト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンラ

ンド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテ

マラ、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、

インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨル

ダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、

レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダ

ガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モ

ーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、

モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニ

ジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パ

ナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタ

ール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セ

ントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セル

ビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマ

リア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェ

ーデン、スイス、シリア、タジキスタン、台湾、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルク

メニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウ

ルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバ

ブエ

ニ モントリオール議定書附属書ＣのグループⅢに属する物質の二号承認を要しない国

又は地域

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブー

ダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バングラデシュ、バ

ルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナフォソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナ

ダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、

コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、クロアチ

ア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサ

ルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フラン

ス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア

ビサウ、ガイアナ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシ

ア、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、キリバス、クウェー
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ト、キルギス、大韓民国、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、

リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マル

タ、マーシャル、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モン

テネグロ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニジ

ェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナ

マ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワ

ンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシ

ペ、サモア、サンマリノ、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、

スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、ス

ーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、台湾、タジキスタン、タンザニア、

タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・ト

バゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国

連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナ

ム、イエメン、ザンビア

ホ モントリオール議定書附属書ＣのグループⅠに属する物質の二号承認を要しない国

又は地域

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブー

ダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バン

グラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブ

ルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中

華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民

主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、

チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバ

ドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、

ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギ

ニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、

アイルランド、イスラエル、インドネシア、イラン、イラク、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、

ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、

レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、

マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、

メキシコ、モルドバ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビー

ク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニ

ジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプ

アニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルー

マニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセン

ト、サントメ・プリンシペ、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セー

シェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南ア

フリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、ス

イス、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、

東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、

ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、

ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
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（５）二の表の第２の化学兵器禁止法第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種

指定物質を含有するものの二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バ

ングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブル

ンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人

民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、クック諸島、コス

タリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デ

ンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリ

トリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジ

ア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイ

チ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、

アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、

キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシ

ャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、

モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグ

ア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、

パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大

韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セント

ルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガ

ル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、

南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、

スイス、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トン

ガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライ

ナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、

バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ

（６）二の表の第１のみなみまぐろ（生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る。）の二号承認を要し

ない国又は地域は、次のとおりとする。

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エス

トニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イ

タリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、大韓民

国、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共

和国、スペイン、スウェーデン、台湾、英国


